

指定乳製品等売買システムにおける電子入札運用基準
　
令和８年３月３１日付け７農畜機第８７９４号

独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）が畜産経営の安定に関する法律（昭和３６年法律第１８３号）に基づき、指定乳製品等の競争入札の実施並びに落札者決定後の輸入業務委託及び売渡手続を行うために提供するシステム（以下「指定乳製品等売買システム」という。）を利用した電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）は、第１の１の各号に定める入札に係る要領及びそれらに係る公告又は通知（以下「公告等」という。）に特段の定めがない限り、本基準に基づき運用するものとする。

第１　入札方式の基準
１　入札方式の原則
以下に定める入札等については、電子入札システムを利用した入札（以下「電子入札」という。）での入札参加を原則とする。
（１）ホエイ及び調製ホエイの同時契約による輸入業務委託・売渡要領（平成７年４月１日付け７乳第６号）第２に規定するホエイ及び調製ホエイの同時契約による輸入業務委託及び売渡しに係る競争入札
（２）バターの同時契約による輸入業務委託・売渡要領（平成２０年６月２７日付け２０農畜機第１３６７号）第２に規定するバターの同時契約による輸入業務委託及び売渡しに係る競争入札
（３）バターオイルの同時契約による輸入業務委託・売渡要領（平成２２年１月２０日付け２１農畜機第４１８６号）第２に規定するバターオイルの同時契約による輸入業務委託及び売渡しに係る競争入札
（４）脱脂粉乳の同時契約による輸入業務委託・売渡要領（平成２４年１月
１１日付け２３農畜機第４０００号）第２に規定する脱脂粉乳の同時契約による輸入業務委託及び売渡しに係る競争入札
２　紙による入札を認める基準
（１）独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）は、１の各号に掲げる入札等に参加する者（以下「入札参加者」という。）に以下の事由がある場合は、従来の紙による入札（以下「紙入札」という。）での入札参加を認めることができる。
ア　指定乳製品等売買システム利用規約（令和４年９月６日付け４農畜機第３３２２号。以下「利用規約」という。）第３条第１項に規定する利用申込手続中の者及び第４項に規定する登録情報変更手続中の者
イ　電子計算機、インターネットその他指定乳製品等売買システムを利用する環境が整備されていないため当該システムを利用できない者
ウ　入札参加者側の電子計算機の障害及び通信回線の障害又は停電（以下「障害等」という。）により入札書が提出できないおそれがある者
エ　情報セキュリティ確保のため、機構が利用規約第３条に規定する指定乳製品等売買システムのＩＤの使用を制限した者
（２）１の規定により紙入札を行う者は、別紙様式第１号の紙入札届（以下「紙入札届」という。）を理事長に提出するものとする。
ただし、（１）のイに掲げる入札参加者（システム未利用者）が、紙入札届を提出したときは、同一年度内に実施される入札等において紙入札届の提出を省略できるものとする。
（３）紙入札を行った者の入札書については、機構が電子入札システムへ入力を行うものとする。この場合、紙入札を行った者は、機構に入札書の電子入札システムへの入力事務を委任したものとみなす。
３　入札書受付開始後の紙入札への変更
（１）２の規定にかかわらず、入札書受付開始後においては、電子入札から紙入札への変更を、原則として認めないものとする。
ただし、２の（１）のウ及びエにより電子入札を行うことができない者で、当該入札に参加を希望するものについては、理事長が、当該入札の入札書受付終了日時に変更を要しないなど全体の入札手続に影響がないと判断した場合には、紙入札への変更を認めることができる。
（２）（１）の場合において、当該入札参加者は、紙入札届を機構へ提出するものとする。
なお、緊急やむを得ない場合は電話等（機構と入札参加者が状況に応じて確実に連絡できる手段とする。以下同じ。）により連絡し、後日速やかに紙入札届を提出するものとする。
（３）当該入札参加者が紙入札に変更した場合で、電子入札と紙入札の両方で入札書が提出され、その内容が異なる場合は、その両方の入札書を無効とするものとする。
４　電子入札システムの障害等により紙入札を行う場合
電子入札システムに障害等が発生し、電子入札の実施が不可能となった　場合で、入札書等の受付開始から受付締切までの期間（入札書提出日の変更を含む。以下同じ。以下「応札期間」という。）の変更又は入札中止の対応ができない場合には、機構は、入札参加者に対し、電話等により紙入札に変更する旨の連絡を行い、以後の入札手続は紙入札で行うものとする。
ただし、入札参加者が既に電子入札システムによる入札書の送信を終了　し、機構が当該入札書の内容を確認できる場合の当該入札書の取扱いについては、機構が入札の公正な実施の観点から判断し決定するものとする。この場合、機構は当該決定の内容及びその理由を当該入札の参加者へ通知しなければならない。

第２　電子入札システムの利用者登録
電子入札システムを利用する者は、利用規約第３条の規定に基づき、指定乳製品等売買システムの利用に係るＩＤを取得しなければならない。

第３　案件登録等
１　案件登録
機構は、第１の１の（１）から（４）までに定める入札等に係る公告を行った場合には、速やかに電子入札システムに案件を登録するものとする。
２　応札期間の設定
応札期間は、入札等の公告において示すものとする。
３　電子入札システムの登録内容の修正
（１）機構は、入札等の内容を変更する場合には、再度公告を行うものとする。
（２）（１）の場合において機構は、速やかに、電子入札システムの当該登録内容を修正しなければならない。
ただし、電子入札システムの機能により当該登録内容の修正が行えな　い項目については、その旨を再度公告に明記するものとする。

第４　開札等について
１　入札書の提出
（１）電子入札システムによる入札書の提出は、入札の公告で示す入札時間内に終了しなければならない。
（２）有効な入札書は、機構が公告で示す入札時間内までに電子入札システムが受信した入札書とし、提出された入札書の差替え、変更及び取消しは認めないものとする。
２　再度入札の受付時間の設定
再度入札の受付時間を設定する場合は、機構が応札状況を考慮した上で、十分な時間を確保するものとする。
３　開札が長引いた場合の入札参加者への連絡
開札予定時刻から落札決定又は再度入札等の通知が著しく遅延する場合は、電話等で入札参加者に状況を連絡する。
４　くじになった場合の取扱い
落札となるべき売渡価格と輸入業務委託との差額が同額かつ売渡価格が同額の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、入札事務に関係ない機構の職員がくじを引くものとし、その結果を当該入札参加者へ通知するものとする。
５　入札参加者側の障害等により応札期間を変更する場合の基準
（１）機構は、以下の障害等により複数の入札参加者が入札に参加できない場合、必要に応じ応札期間の変更を行うことができる。
なお、天災により１者のみが入札に参加できない場合については、当該事情を考慮して機構が個々に判断するものとする。
ア　天災
イ　広域・地域的停電
ウ　インターネット・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
エ　その他、応札期間の変更が妥当であると認められる場合
（２）応札期間の変更を行う場合で、変更後の予定日時を直ちに決定できない場合には、入札参加者へその旨を電話等で連絡し、変更後の応札期間が決定した後、速やかに日時変更通知書（別紙様式第２号）を送付するものとする。
なお、特に急を要する場合又は日時変更通知書を送付できない場合は、電話等で対応することができる。
６　電子入札システムの障害等により入札書受付締切時刻又は開札時刻を変更する場合の基準
電子入札システム側に障害等が発生した場合、機構は、応札期間の変更又は紙入札への変更を速やかに決定し、５の（２）に準じて入札参加者へ連絡するものとする。
７　入札結果等の通知
　（１）入札等の結果は、電子入札システムで通知するものとする。
　（２）指定乳製品等輸入要綱（昭和４１年３月１５日付け４０畜団第９３４号）第３に規定する随意契約となった場合、入札参加者にその旨を、別途、通知するものとする。

第６　ログインＩＤの不正使用等の取扱い
入札参加者がログインＩＤを不正に使用した場合又は本基準により行った申請・報告に虚偽があった場合には、第１の１の（１）から（４）までの各要領に基づき、当該入札参加者の入札等への参加を認めないものとする。
また、機構は、落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば契約締結を行わないことができるものとし、契約締結後に不正使用が判明した場合には、進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。


附　則（令和８年３月３１日付け７農畜機第８７９４号）
この要領は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１の２及び３の規定は、令和８年７月１日から適用する。



別紙様式第１号
紙入札届

　年　　月　　日

独立行政法人農畜産業振興機構　理事長　殿

コード番号
住　　　所
事業者名称
代表者氏名

下記の入札案件について、電子入札システムを利用した入札での参加が困難であることから、紙入札により参加することを届け出ます。

記

１　入札件名及び入札日時
（１）入札件名
（２）入札日時

２　電子入札システムによる参加が困難である理由

３　担当者の連絡先
（１）部署名
（２）氏　名
（３）電話番号
（４）メールアドレス



別紙様式第２号
農畜機第　　　　号
　年　　月　　日
日時変更通知書

　輸入業者・売渡し先の事業者あて

独立行政法人農畜産業振興機構 
　担当理事　　　　　　　　

下記の入札案件について、応札期間を下記のとおり変更しますのでお知らせいたします。

記

　１　件名及び日時
　（１）入札件名
　（２）入札日時（変更前）
　　　　　　年　　月　　日　　○○時○○分～○○時○○分

　２　変更後の入札日時
　　　　　　年　　月　　日　　○○時○○分～○○時○○分

　３　変更理由
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